
山
梨
県
公
報
号
外

　
　
第
十
七
号

　
　
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

五
三



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
七
号
　
　
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

五
四



山
梨
県
公
報
号
外

　
　
第
十
七
号

　
　
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

五
五



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
七
号
　
　
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

五
六



山
梨
県
公
報
号
外

　
　
第
十
七
号

　
　
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

五
七



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
七
号
　
　
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

五
八



山
梨
県
公
報
号
外

　
　
第
十
七
号

　
　
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

五
九



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
七
号
　
　
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

六
〇

2　
令
和
4
年
度
山
梨
県
一
般
会
計
補
正
予
算

　
令
和
4
年
度
山
梨
県
一
般
会
計
の
補
正
予
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

第
1
条
　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
8,347,935千

円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算

の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
555,092,409千

円
と
す
る
。

2
　
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出

予
算
の
金
額
は
、
「
第
1
表
歳
入
歳
出
予
算
補
正
」
に
よ
る
。

（
債
務
負
担
行
為
の
補
正
）

第
2
条
　
債
務
負
担
行
為
の
追
加
は
、
「
第
2
表
債
務
負
担
行
為
補
正
」
に
よ
る
。



山
梨
県
公
報
号
外

　
　
第
十
七
号

　
　
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

六
一



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
七
号
　
　
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

六
二

3　
令
和
4
年
度
山
梨
県
恩
賜
県
有
財
産
特
別
会
計
予
算

　
令
和
4
年
度
山
梨
県
恩
賜
県
有
財
産
特
別
会
計
の
予
算
は
､次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
｡

（
歳
入
歳
出
予
算
）

第
1
条
　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
7,565,327千

円
と
定
め
る
｡

2
　
歳
入
歳
出
予
算
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
は
、
「
第
1
表
歳
入
歳
出
予
算
」
に

よ
る
｡

（
地
方
債
）

第
2
条
　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号

）
第
230条

第
1
項
の
規
定
に
よ
り
起
こ
す
こ
と
が

で
き
る
地
方
債
の
起
債
の
目
的
、
限
度
額
、
起
債
の
方
法
、
利
率
及
び
償
還
の
方
法
は
、
「
第
2
表

地
方
債
」
に
よ
る
｡



山
梨
県
公
報
号
外

　
　
第
十
七
号

　
　
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

六
三



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
七
号
　
　
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

六
四



山
梨
県
公
報
号
外

　
　
第
十
七
号

　
　
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

六
五



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
七
号
　
　
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

六
六

4　
令
和
4
年
度
山
梨
県
災
害
救
助
基
金
特
別
会
計
予
算

　
令
和
4
年
度
山
梨
県
災
害
救
助
基
金
特
別
会
計
の
予
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
｡

（
歳
入
歳
出
予
算
）

第
1
条
　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
257,581千

円
と
定
め
る
｡

2
　
歳
入
歳
出
予
算
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
は
、
「
第
1
表
歳
入
歳
出
予
算
」
に

よ
る
｡

（
地
方
債
）

第
2
条
　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号

）
第
230条

第
1
項
の
規
定
に
よ
り
起
こ
す
こ
と
が

で
き
る
地
方
債
の
起
債
の
目
的
、
限
度
額
、
起
債
の
方
法
、
利
率
及
び
償
還
の
方
法
は
、
「
第
2
表

地
方
債
」
に
よ
る
｡



山
梨
県
公
報
号
外

　
　
第
十
七
号

　
　
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

六
七



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
七
号
　
　
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

六
八

5　
令
和
4
年
度
山
梨
県
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
特
別
会
計
予
算

　
令
和
4
年
度
山
梨
県
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
特
別
会
計
の
予
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
｡

（
歳
入
歳
出
予
算
）

第
1
条
　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
119,249千

円
と
定
め
る
｡

2
　
歳
入
歳
出
予
算
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
は
、
「
第
1
表
歳
入
歳
出
予
算
」
に

よ
る
｡

（
債
務
負
担
行
為
）

第
2
条
　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号

）
第
214条

の
規
定
に
よ
り
債
務
を
負
担
す
る
行
為

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
、
期
間
及
び
限
度
額
は
、
「
第
2表
債
務
負
担
行
為
」
に
よ
る
。



山
梨
県
公
報
号
外

　
　
第
十
七
号

　
　
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

六
九



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
七
号
　
　
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

七
〇

6　
令
和
4
年
度
山
梨
県
中
小
企
業
近
代
化
資
金
特
別
会
計
予
算

　
令
和
4
年
度
山
梨
県
中
小
企
業
近
代
化
資
金
特
別
会
計
の
予
算
は
､次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
｡

（
歳
入
歳
出
予
算
）

第
1
条
　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
2,251,784千

円
と
定
め
る
｡

2
　
歳
入
歳
出
予
算
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
は
､「
第
1
表
歳
入
歳
出
予
算
」
に

よ
る
｡

（
債
務
負
担
行
為
）

第
2
条
　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号

）
第
214条

の
規
定
に
よ
り
債
務
を
負
担
す
る
行
為

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
、
期
間
及
び
限
度
額
は
、
「
第
2
表
債
務
負
担
行
為
」
に
よ
る
。

（
地
方
債
）

第
3
条
　
地
方
自
治
法
第
230条

第
1
項
の
規
定
に
よ
り
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
地
方
債
の
起
債
の
目

的
、
限
度
額
、
起
債
の
方
法
、
利
率
及
び
償
還
の
方
法
は
、
「
第
3
表
地
方
債
」
に
よ
る
。



山
梨
県
公
報
号
外

　
　
第
十
七
号

　
　
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

七
一



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
七
号
　
　
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

七
二

7　
令
和
4
年
度
山
梨
県
市
町
村
振
興
資
金
特
別
会
計
予
算

　
令
和
4
年
度
山
梨
県
市
町
村
振
興
資
金
特
別
会
計
の
予
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
｡

（
歳
入
歳
出
予
算
）

第
1
条
　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
2,000,358千

円
と
定
め
る
｡

2
　
歳
入
歳
出
予
算
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
は
、
「
第
1
表
歳
入
歳
出
予
算
」
に

よ
る
｡



山
梨
県
公
報
号
外

　
　
第
十
七
号

　
　
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

七
三

8　
令
和
4
年
度
山
梨
県
県
税
証
紙
特
別
会
計
予
算

　
令
和
4
年
度
山
梨
県
県
税
証
紙
特
別
会
計
の
予
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
｡

（
歳
入
歳
出
予
算
）

第
1
条
　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
1,093,025千

円
と
定
め
る
｡

2
　
歳
入
歳
出
予
算
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
は
、
「
第
1
表
歳
入
歳
出
予
算
」
に

よ
る
｡



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
七
号
　
　
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

七
四

9　
令
和
4
年
度
山
梨
県
集
中
管
理
特
別
会
計
予
算

　
令
和
4
年
度
山
梨
県
集
中
管
理
特
別
会
計
の
予
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
｡

（
歳
入
歳
出
予
算
）

第
1
条
　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
101,837,989千

円
と
定
め
る
｡

2
　
歳
入
歳
出
予
算
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
は
、
「
第
1
表
歳
入
歳
出
予
算
」
に

よ
る
｡



山
梨
県
公
報
号
外

　
　
第
十
七
号

　
　
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

七
五



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
七
号
　
　
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

七
六

10　
令
和
4
年
度
山
梨
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
特
別
会
計
予
算

　
令
和
4
年
度
山
梨
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
特
別
会
計
の
予
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。
（
歳
入
歳
出
予
算
）

第
1
条
　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
84,089千

円
と
定
め
る
。

2
　
歳
入
歳
出
予
算
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
は
、
「
第
1
表
歳
入
歳
出
予
算
」
に

よ
る
。



山
梨
県
公
報
号
外

　
　
第
十
七
号

　
　
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

七
七



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
七
号
　
　
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

七
八

11　
令
和
4
年
度
山
梨
県
公
債
管
理
特
別
会
計
予
算

　
令
和
4
年
度
山
梨
県
公
債
管
理
特
別
会
計
の
予
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
｡

（
歳
入
歳
出
予
算
）

第
1
条
　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
124,704,123千

円
と
定
め
る
｡

2
　
歳
入
歳
出
予
算
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
は
、
「
第
1
表
歳
入
歳
出
予
算
」
に

よ
る
｡

（
地
方
債
）

第
2
条
　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号

）
第
230条

第
1
項
の
規
定
に
よ
り
起
こ
す
こ
と
が

で
き
る
地
方
債
の
起
債
の
目
的
、
限
度
額
、
起
債
の
方
法
、
利
率
及
び
償
還
の
方
法
は
、
「
第
2
表

地
方
債
」
に
よ
る
｡



山
梨
県
公
報
号
外

　
　
第
十
七
号

　
　
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

七
九



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
七
号
　
　
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

八
〇

12　
令
和
4
年
度
山
梨
県
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
予
算

　
令
和
4
年
度
山
梨
県
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
の
予
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
）

第
1
条
　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
74,740,203千

円
と
定
め
る
。

2
　
歳
入
歳
出
予
算
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
は
、
「
第
1
表
歳
入
歳
出
予
算
」
に

よ
る
。

（
債
務
負
担
行
為
）

第
2
条
　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号

）
第
214条

の
規
定
に
よ
り
債
務
を
負
担
す
る
行
為

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
、
期
間
及
び
限
度
額
は
、
「
第
2
表
債
務
負
担
行
為
」
に
よ
る
。



山
梨
県
公
報
号
外

　
　
第
十
七
号

　
　
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

八
一



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
七
号
　
　
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

八
二



山
梨
県
公
報
号
外

　
　
第
十
七
号

　
　
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

八
三

　
第
1
款
　
電
気
事
業
収
益
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5,672,669千

円
　
　
第
1
項
　
営
業
収
益
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4,954,624千

円
　
　
第
2
項
　
財
務
収
益
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
10,093千

円
　
　
第
3
項
　
事
業
外
収
益
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
707,922千

円
　
　
第
4
項
　
特
別
利
益
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
30千

円
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
支
　
　
　
　
出

　
第
1
款
　
電
気
事
業
費
用
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5,007,814千

円
　
　
第
1
項
　
営
業
費
用
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4,166,075千

円
　
　
第
2
項
　
財
務
費
用
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
3,898千

円

13　
令
和
4
年
度
山
梨
県
営
電
気
事
業
会
計
予
算

（
総
則
）

第
1
条
　
令
和
4
年
度
山
梨
県
営
電
気
事
業
会
計
の
予
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
｡

（
業
務
の
予
定
量
）

第
2
条
　
業
務
の
予
定
量
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
｡

　
⑴
　
年
間
目
標
供
給
電
力
量
　
　
　
　
461,124,650キ

ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー

（
収
益
的
収
入
及
び
支
出
）

第
3
条
　
収
益
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
は
、
次
の
と
お
り
と
定
め
る
｡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
収
　
　
　
　
入



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
七
号
　
　
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

八
四

　
　
第
3
項
　
事
業
外
費
用
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
832,811千

円
　
　
第
4
項
　
特
別
損
失
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
30千

円
　
　
第
5
項
　
予

備
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
5,000千

円
（
資
本
的
収
入
及
び
支
出
）

第
4
条
　
資
本
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
は
、
次
の
と
お
り
と
定
め
る
（
資
本
的
収
入
額
が
資
本
的

支
出
額
に
対
し
不
足
す
る
額
5,151,104千

円
は
、
当
年
度
分
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
資
本
的
収
支

調
整
額
202,195千

円
、
減
債
積
立
金
94,910千

円
、
建
設
改
良
積
立
金
368,040千

円
、
中
小
水
力

発
電
開
発
改
良
積
立
金
286,976千

円
、
地
域
文
化
振
興
等
積
立
金
1,019,450千

円
及
び
過
年
度
分

損
益
勘
定
留
保
資
金
3,179,533千

円
で
補
塡
す
る
も
の
と
す
る
。）。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
収
　
　
　
　
入

第
1
款
　
資
本
的
収
入
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
48,145千

円
第
1
項
　
固
定
資
産
売
却
代
金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
10千

円
第
2
項
　
長
期
貸
付
金
償
還
金
　
　
　
　
　
　
　
38,135千

円
第
3
項
　
国

庫
補

助
金
　
　
　
　
　
　
　
10,000千

円
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
支
　
　
　
　
出

第
1
款
　
資
本
的
支
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5,199,249千

円
第
1
項
　
水
力
発
電
所
建
設
費
 

202,000千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
2
項
　
小
水
力
発
電
所
建
設
費
 

200,000千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
3
項
　
水
力
発
電
設
備
改
良
費
 

3,029,132千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
4
項
　
業
務
設
備
改
良
費
 

27,977千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
5
項
　
事
業
外
設
備
改
良
費
 

980,450千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
6
項
　
水
力
発
電
地
点
等
開
発
調
査
費
 

45,980千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
7
項
　
水
力
発
電
設
備
改
良
調
査
費
 

118,800千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
8
項
　
企

業
債

償
還

金
 

94,910千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
9
項
　
繰

出
金
 

500,000千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
継
続
費
）

第
5
条
　
継
続
費
の
総
額
及
び
年
割
額
は
、
次
の
と
お
り
と
定
め
る
。

（
債
務
負
担
行
為
）

第
6
条
　
債
務
負
担
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
、
期
間
及
び
限
度
額
は
、
次
の
と
お
り
と
定
め

る
。

（
予
定
支
出
の
各
項
の
経
費
の
金
額
の
流
用
）

第
7
条
　
予
定
支
出
の
各
項
の
経
費
の
金
額
を
流
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
定

め
る
。

⑴
　
営
業
費
用
と
事
業
外
費
用
と
の
間

（
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
流
用
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
経
費
）

第
8
条
　
次
に
掲
げ
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
そ
の
経
費
の
金
額
を
、
そ
れ
以
外
の
経
費
の
金
額
に
流
用

し
、
又
は
そ
れ
以
外
の
経
費
を
そ
の
経
費
の
金
額
に
流
用
す
る
場
合
は
、
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

⑴
　
職
員
給
与
費
等
 

1,022,289千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
た
な
卸
資
産
購
入
限
度
額
）

第
9
条
　
た
な
卸
資
産
の
購
入
限
度
額
は
、
305,794千

円
と
定
め
る
。

14　
令
和
4
年
度
山
梨
県
営
温
泉
事
業
会
計
予
算

（
総
則
） 事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
項

期
　
　
　
　
間

限
　
　
度
　
　
額

水
力
発
電
施
設
の
設
計
業
務
に
つ
い
て
委
託
契

約
を
締
結
す
る
こ
と
。

令
和
4
年
度
か
ら

令
和
5
年
度
ま
で

55,000千
円

令
和
6年
度

122,510千
円

1　
資
本
的
支
出

2
小
水
力

発
電
所

建
設
費

深
城
第
二
発
電
所

建
　
設
　
事
　
業

440,000千
円
令
和
4年
度

令
和
5年
度

440,000千
円

3
水
力
発
電

設
備
改
良
費

発
電
総
合
制
御
所

監
視
制
御
シ
ス
テ
ム

改
修

事
業

450,780千
円

令
和
4年
度

令
和
5年
度

360,624千
円

令
和
6年
度

90,156千
円

款
項

事
　
業
　
名

総
　
　
額

年
　
　
度

年
　
割
　
額

1　
電
気
事
業
費
用

1
営
業
費
用

発
電
総
合
制
御
所

監
視
制
御
シ
ス
テ
ム

改
修

事
業

122,510千
円

令
和
4年
度

令
和
5年
度



山
梨
県
公
報
号
外

　
　
第
十
七
号

　
　
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

八
五

第
1
条
　
令
和
4
年
度
山
梨
県
営
温
泉
事
業
会
計
の
予
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
｡

（
業
務
の
予
定
量
）

第
2
条
　
業
務
の
予
定
量
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
｡

⑴
　
給

湯
口

数
 

468口
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑵
　
年
間
総
給
湯
量
 

656,200立
方
メ
ー
ト
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑶
　
一
日
平
均
給
湯
量
 

1,798立
方
メ
ー
ト
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
収
益
的
収
入
及
び
支
出
）

第
3
条
　
収
益
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
は
、
次
の
と
お
り
と
定
め
る
｡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
収
　
　
　
　
入

第
1
款
　
温
泉
事
業
収
益
 

132,233千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
1
項
　
営

業
収

益
 

126,361千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
2
項
　
営
業
外
収
益
 

5,862千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
3
項
　
特

別
利

益
 

10千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
支
　
　
　
　
出

第
1
款
　
温
泉
事
業
費
用
 

156,454千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
1
項
　
営

業
費

用
 

149,182千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
2
項
　
営
業
外
費
用
 

5,932千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
3
項
　
特

別
損

失
 

340千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
4
項
　
予

備
費
 

1,000千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
資
本
的
収
入
及
び
支
出
）

第
4
条
　
資
本
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
は
、
次
の
と
お
り
と
定
め
る
（
資
本
的
収
入
額
が
資
本
的

支
出
額
に
対
し
不
足
す
る
額
31,648千

円
は
、
当
年
度
分
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
資
本
的
収
支
調

整
額
378千

円
、
建
設
改
良
積
立
金
27,500千

円
及
び
過
年
度
分
損
益
勘
定
留
保
資
金
3,770千

円
で

補
塡
す
る
も
の
と
す
る
。）。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
収
　
　
　
　
入

第
1
款
　
資
本
的
収
入
 

10千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
1
項
　
固
定
資
産
売
却
代
金
 

10千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
支
　
　
　
　
出

第
1
款
　
資
本
的
支
出
 

31,658千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
1
項
　
温
泉
事
業
設
備
改
良
費
 

31,658千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
予
定
支
出
の
各
項
の
経
費
の
金
額
の
流
用
）

第
5
条
　
予
定
支
出
の
各
項
の
経
費
の
金
額
を
流
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
定

め
る
｡

⑴
　
営
業
費
用
と
営
業
外
費
用
と
の
間

（
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
流
用
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
経
費
）

第
6
条
　
次
に
掲
げ
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
そ
の
経
費
の
金
額
を
、
そ
れ
以
外
の
経
費
の
金
額
に
流
用

し
、
又
は
そ
れ
以
外
の
経
費
を
そ
の
経
費
の
金
額
に
流
用
す
る
場
合
は
、
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
｡

⑴
　
職
員
給
与
費
等
 

30,222千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
た
な
卸
資
産
購
入
限
度
額
）

第
7
条
　
た
な
卸
資
産
の
購
入
限
度
額
は
、
1,202千

円
と
定
め
る
｡

15　
令
和
4
年
度
山
梨
県
営
地
域
振
興
事
業
会
計
予
算

（
総
則
）

第
1
条
　
令
和
4
年
度
山
梨
県
営
地
域
振
興
事
業
会
計
の
予
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
｡

（
業
務
の
予
定
量
）

第
2
条
　
業
務
の
予
定
量
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
｡

⑴
　
丘
の
公
園
年
間
総
収
容
人
員
 

184,950人
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
収
益
的
収
入
及
び
支
出
）

第
3
条
　
収
益
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
は
、
次
の
と
お
り
と
定
め
る
｡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
収
　
　
　
　
入

第
1
款
　
地
域
振
興
事
業
収
益
 

140,438千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
1
項
　
営

業
収

益
 

140,400千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
2
項
　
営
業
外
収
益
 

28千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
3
項
　
特

別
利

益
 

10千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
支
　
　
　
　
出

第
1
款
　
地
域
振
興
事
業
費
用
 

124,537千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
1
項
　
営

業
費

用
 

116,225千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
2
項
　
営
業
外
費
用
 

7,302千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
3
項
　
特

別
損

失
 

10千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
4
項
　
予

備
費
 

1,000千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
資
本
的
収
入
及
び
支
出
）

第
4
条
　
資
本
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
は
、
次
の
と
お
り
と
定
め
る
（
資
本
的
収
入
額
が
資
本
的

支
出
額
に
対
し
不
足
す
る
額
66,126千

円
は
、
過
年
度
分
損
益
勘
定
留
保
資
金
49,327千

円
及
び
当

年
度
分
損
益
勘
定
留
保
資
金
16,799千

円
で
補
塡
す
る
も
の
と
す
る
。）。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
収
　
　
　
　
入

第
1
款
　
資
本
的
収
入
 

10千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
1
項
　
固
定
資
産
売
却
代
金
 

10千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
七
号
　
　
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

八
六

（
資
本
的
収
入
及
び
支
出
）

第
4
条
　
資
本
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
は
、
次
の
と
お
り
と
定
め
る
（
資
本
的
収
入
額
が
資
本
的

支
出
額
に
対
し
不
足
す
る
額
1,226,706千

円
は
、
当
年
度
分
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
資
本
的
収
支

調
整
額
56,691千

円
、
過
年
度
分
損
益
勘
定
留
保
資
金
760,559千

円
及
び
当
年
度
分
損
益
勘
定
留
保

資
金
409,456千

円
で
補
塡
す
る
も
の
と
す
る
。）。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
収
　
　
　
　
入

第
1
款
　
資
本
的
収
入
 

1,888,559千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
1
項
　
企

業
債
 

383,000千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
2
項
　
国

庫
補

助
金
 

1,007,500千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
3
項
　
市

町
村

負
担

金
 

435,029千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
4
項
　
他

会
計

補
助

金
 

63,030千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
支
　
　
　
　
出

第
1
款
　
資
本
的
支
出
 

3,115,265千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
1
項
　
建

設
改

良
費
 

1,890,878千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
2
項
　
企

業
債

償
還

金
 

1,224,387千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
債
務
負
担
行
為
）

第
5
条
　
債
務
負
担
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
、
期
間
及
び
限
度
額
は
、
次
の
と
お
り
と
定
め

る
。

（
企
業
債
）

第
6
条
　
起
債
の
目
的
、
限
度
額
、
起
債
の
方
法
、
利
率
及
び
償
還
の
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
定
め

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
支
　
　
　
　
出

第
1
款
　
資
本
的
支
出
 

66,136千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
1
項
　
地
域
振
興
事
業
設
備
改
良
費
 

27,000千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
2
項
　
他
会
計
借
入
金
償
還
金
 

38,136千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
3
項
　
予

備
費
 

1,000千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
一
時
借
入
金
）

第
5
条
　
一
時
借
入
金
の
限
度
額
は
、
80,000千

円
と
定
め
る
｡

（
予
定
支
出
の
各
項
の
経
費
の
金
額
の
流
用
）

第
6
条
　
予
定
支
出
の
各
項
の
経
費
の
金
額
を
流
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
定

め
る
｡

⑴
　
営
業
費
用
と
営
業
外
費
用
と
の
間

16　
令
和
4
年
度
山
梨
県
流
域
下
水
道
事
業
会
計
予
算

（
総
則
）

第
1
条
　
令
和
4
年
度
山
梨
県
流
域
下
水
道
事
業
会
計
の
予
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
業
務
の
予
定
量
）

第
2
条
　
業
務
の
予
定
量
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

⑴
　
年
間
総
処
理
水
量
 

47,674,000㎥
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑵
　
1日
平
均
処
理
水
量
 

130,614㎥
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑶
　
流
域
関
連
市
町
村
数
 

19市
町
村
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑷
　
建
設
改
良
費
 

1,890,878千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
収
益
的
収
入
及
び
支
出
）

第
3
条
　
収
益
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
は
、
次
の
と
お
り
と
定
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
収
　
　
　
　
入

第
1
款
　
下
水
道
事
業
収
益
 

8,500,736千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
1
項
　
営

業
収

益
 

3,604,515千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
2
項
　
営
業
外
収
益
 

4,896,217千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
3
項
　
特

別
利

益
 

4千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
支
　
　
　
　
出

第
1
款
　
下
水
道
事
業
費
用
 

8,442,147千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
1
項
　
営

業
費

用
 

8,326,247千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
2
項
　
営
業
外
費
用
 

114,899千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
3
項
　
特

別
損

失
 

1千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
4
項
　
予

備
費
 

1,000千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　

事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
項

期
　
　
　
　
間

限
　
　
度
　
　
額

釜
無
川
流
域
下
水
道
建
設
事
業
に
係
る
釜
無
川

浄
化
セ
ン
タ
ー
1
系
最
初
沈
殿
池
設
備
更
新
工

事
（
南
巨
摩
郡
富
士
川
町
）
に
つ
い
て
請
負
契

約
を
締
結
す
る
こ
と
。

令
和
5年
度
か
ら

令
和
6年
度
ま
で

270,000千
円

釜
無
川
流
域
下
水
道
建
設
事
業
に
係
る
釜
無
川

浄
化
セ
ン
タ
ー
1
系
最
初
沈
殿
池
か
き
寄
せ
機

更
新
工
事
（
南
巨
摩
郡
富
士
川
町
）
に
つ
い
て

請
負
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
。

令
和
5年
度
か
ら

令
和
6年
度
ま
で

210,000千
円

起
債
の
目
的

限
　
度
　
額

起
債
の
方
法

利
　
　
　
率

償
　
　
還
　
　
の
　
　
方
　
　
法
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（
一
時
借
入
金
）

第
7
条
　
一
時
借
入
金
の
限
度
額
は
、
1,000,000千

円
と
定
め
る
。

（
予
定
支
出
の
各
項
の
経
費
の
金
額
の
流
用
）

第
8
条
　
予
定
支
出
の
各
項
の
経
費
の
金
額
を
流
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
定

め
る
。

⑴
　
営
業
費
用
と
営
業
外
費
用
と
の
間

（
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
流
用
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
経
費
）

第
9
条
　
次
に
掲
げ
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
そ
の
経
費
の
金
額
を
、
そ
れ
以
外
の
経
費
の
金
額
に
流
用

し
、
又
は
そ
れ
以
外
の
経
費
を
そ
の
経
費
の
金
額
に
流
用
す
る
場
合
は
、
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

⑴
　
職
員
給
与
費
等
　
178,627千

円
（
他
会
計
か
ら
の
補
助
金
）

第
10条

　
流
域
下
水
道
事
業
の
経
営
基
盤
の
強
化
及
び
施
設
整
備
の
た
め
一
般
会
計
か
ら
こ
の
会
計
へ

補
助
を
受
け
る
金
額
は
、
1,494,608千

円
で
あ
る
。

建
設
改
良
費
383,000千

円
普
通
貸
借
又

は
債
券
発
行

5.0％
以
内

（
た
だ
し
、

利
率
見
直
し

方
式
で
借
り

入
れ
る
資
金

に
つ
い
て
、

利
率
の
見
直

し
を
行
っ
た

後
に
お
い
て

は
、
当
該
見

直
し
後
の
利

率
）

政
府
資
金
に
つ
い
て
は
、
そ
の
融
資
条
件
に

よ
り
、
銀
行
そ
の
他
の
場
合
に
は
、
そ
の
債

権
者
と
協
定
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

財
政
そ
の
他
の
都
合
に
よ
り
据
置
期
間
及
び

償
還
期
限
を
短
縮
し
、
若
し
く
は
繰
上
償
還

又
は
低
利
に
借
換
え
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

計
383,000千

円
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